
２
０
１
９
年
12
月
６
日
、
新
宿
区
は
、
「
新
宿

区
立
高
齢
者
い
こ
い
の
家
清
風
園
（
※
１
）
の
廃

止
及
び
廃
止
後
の
跡
地
活
用
に
つ
い
て
」
の
方
針

を
区
議
会
に
報
告
し
、
「
清
風
園
」
を
２
０
２
１

年
９
月
末
に
廃
止
す
る
と
し
ま
し
た
。

新
宿
区
は
な
ぜ
廃
止
を
？

新
宿
区
は
、
「
新
宿
区
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
」
（
※
２
）
に
基
づ
い
て
「
清
風
園
」
を
廃

止
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
廃
止
の
理
由
は
①
建
物

の
築
年
数
の
経
過
と
大
規
模
な
設
備
修
繕
工
事
が

必
要
で
あ
る
②
利
用
者
が
直
近
６
年
間
で
３
割
近

く
減
少
し
、
特
定
の
利
用
者
が
利
用
し
て
い
る
③

周
辺
地
域
に
は
清
風
園
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る

多
数
の
高
齢
者
活
動
・
交
流
施
設
、
公
衆
浴
場
が

あ
る
か
ら
と
言
い
ま
す
が
…
。

党
区
議
団
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
に

廃
止
は
困
る
！
、
残
し
て
！
の
声

日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
実
情
を
把
握
す
る
た

め
12
月
23
日
～
25
日
、
利
用
者
に
緊
急
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
短
期
間
に
87
名
の
方
か
ら

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
以
下
、
寄
せ
ら
れ
た
声
を

紹
介
し
ま
す
。

●
「
こ
ん
な
い
い
施
設
が
あ
る
と
、
も
っ
と
早

く
知
り
た
か
っ
た
。
も
っ
と
区
民
に
知
ら
せ
れ
ば

利
用
者
は
増
え
る
。
廃
止
は
残
念
」
●
「
妻
が
亡

く
な
っ
て
か
ら
、
こ
ち
ら
に
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
清
風
園
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
お
話
を

す
る
相
手
が
で
き
ま
し
た
。
な
く
な
っ
た
ら
困
り

ま
す
」
●
「
毎
日
来
て
い
ま
す
。
自
宅
の
近
く
に

お
風
呂
屋
さ
ん
は
あ
り
ま
す
が
、
夜
暗
い
と
き
に

行
く
の
は
怖
い
」
●
「
地
域
交
流
館
は
、
男
女
入

れ
替
え
で
入
れ
る
時
間
が
限
ら
れ
て
い
て
困
り
ま

す
」
●
「
西
新
宿
は
お
風
呂
屋
さ
ん
が
な
く
て
困
っ

て
い
ま
す
」
●
「
百
人
町
か
ら
毎
日
通
っ
て
い
ま

す
」
●
「
公
衆
浴
場
は
１
回
４
７
０
円
。
無
料
入

浴
券
は
わ
ず
か
月
４
回
で
負
担
が
大
き
い
で
す
」

な
ど
、
回
答
者
は
、
バ
ス
や
自
転
車
で
、
北
新
宿

や
西
新
宿
、
百
人
町
等
、
遠
方
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ

る
方
も
目
立
ち
ま
し
た
。

跡
地
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
予
定

使
い
づ
ら
く
適
地
は
他
に
も

区
は
廃
止
後
の
跡
地
に
、
民
設
民
営
の
障
害
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
建
設
す
る
（
２
０
２
５
年
４

月
目
途
）
と
し
て
い
ま
す
。
敷
地
面
積
２
千
５
百

㎡
余
に
対
し
、
建
築
で
き
る
面
積
は
４
２
５
㎡
し

か
あ
り
ま
せ
ん
し
、
傾
斜
地
の
た
め
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

等
を
敷
地
内
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
当

の
時
間
と
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
計
画
を
知
っ
た

障
害
者
関
係
の
事
業
者
の
方
か
ら
は
、
「
定
員
20

人
は
、
採
算
を
取
れ
る
か
厳
し
く
、
手
を
上
げ
づ

ら
い
」
と
の
声
も
あ
り
ま
す
。

日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
区
内
の
公
有

地
の
活
用
を
提
案
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
西
新
宿

の
住
宅
展
示
場
と
な
っ
て
い
る
都
有
地
で
あ
れ
ば
、

平
坦
地
で
施
設
規
模
も
確
保
で
き
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
後
、
速
や
か
に
活
用
で
き
ま
す
。

「
廃
止
」
を
決
め
る
の
は
区
議
会
で
す
。
「
廃

止
」
条
例
は
ま
だ
区
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
区
が
行
う
説
明
会
に
参
加
し
、
区
民
の
生
の

声
を
届
け
ま
し
ょ
う
！
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※１「清風園」とは

１９６２年開設、６５年東京都より区
に移管。中落合１丁目７番２６号にあ
る高齢者の活動施設。
集会室、大広間、談話室、男女別

の浴室があり、入浴の他、カラオケや囲
碁等交流ができる。年間利用者は２６
５０６人（2018年度）。

※２「新宿区公共施設等
総合管理計画」とは

総務省の要請に従い区が策定。区

民の財産である区有施設を①不動産

活用し、②統廃合・集約化で区施設

を22％（総床面積で）削減し、③

施設使用料の値上げや有料化をする

ことが示されている。党区議団が問

題点を「『新宿区公共施設等総合管

理計画(素案)』の問題を探る」と

題し2016年12月にパンフレット化。

党区議団ＨＰよりダウンロード可能。

区の地域説明会に参加して、“存続を！”の声を届けましょう！
●１月18日（土）15時～16時 清風園
●１月19日（日）10時～11時 落合第二地域センター

（↑地図は区のチラシより)

っ

「
廃
止
」
計
画
は
止
め
ら
れ
ま
す
！

区
の
説
明
会
に
ご
参
加
を


